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　現在、外来については小学校3年生まで、入院については中学校3年生までのお子さんが医療費助成の対象になって

います。

　11月1日からは、小学校4年生から中学校3年生までのお子さんのうち、下記の所得制限に当てはまる場合に限り、外

来に係る医療費の助成が受けられることになりました。

　該当する方で助成を希望する場合は、10月1日から福祉政策課および各事務所住民福祉係で受給者証交付申請手

続きをしてください。

乳幼児等福祉医療費制度の改正について

◆助成対象範囲（改正後）

受給者証外来入院対象者

交付○○6歳の年度末（就学前）

交付
○

施行H21.4.1～

○

施行H17.4.1～
小学校1年生～3年生

外来対象者のみ交付△

※所得制限有

施行H21.11.1～

○

施行H17.4.1～
小学校4年生～6年生

外来対象者のみ交付
○

施行H19.4.1～
中学生1年生～3年生

＜所得制限＞

・子どもの父、母、および生計同一者の前年の所得につい

て市民税が非課税であること。

・保護者が事業主の都合により離職を余儀なくされたり、

病気などで就労できないため生活に困っている場合な

どはご相談ください。

＜持ち物＞

・健康保険証（子どものもの）

・認印（朱肉を使うもの）

・平成21年度課税所得証明書（※対象の子どもと同一世

帯の方のうち、平成21年1月1日現在、関市に住所がな

かった方のみ必要）

　
緊
急
の
少
子
化
対
策
と
し
て

　
月
1
日
か
ら
平
成
　
年
3
月

10

23

ま
で
に
出
産
さ
れ
た
場
合
に
限

り
、現
在
の
出
産
育
児
一
時
金
　35

万
円
を
4
万
円
引
き
上
げ
、　
万
39

円
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
ま
た
、産
科
医
療
補
償
制
度
に

加
入
し
て
い
る
医
療
機
関
な
ど

で
出
産
さ
れ
た
場
合
は
さ
ら
に

3
万
円
加
算
し
、出
産
育
児
一
時

金
支
給
額
合
計
は
、　
万
円
に
な

42

り
ま
す
。

　
ま
た
、安
心
し
て
出
産
で
き
る

環
境
整
備
の
一
環
と
し
て
、
　
月
10

か
ら
の
出
産
に
対
し
て
は
、出
産

育
児
一
時
金
を
原
則
医
療
機
関

に
直
接
支
払
う
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　
い
ま
ま
で
、出
産
育
児
一
時
金

に
つ
い
て
は
、原
則
と
し
て
出
産

後
に
申
請
し
、支
給
さ
れ
る
流
れ

で
し
た
。こ
の
場
合
は
、被
保
険
者

な
ど
が
出
産
費
用
と
し
て
あ
ら

か
じ
め
ま
と
ま
っ
た
現
金
を
用
意

す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、　10

月
か
ら
は
被
保
険
者
な
ど
が
希

望
す
れ
ば
医
療
機
関
に
出
産
育

児
一
時
金
を
限
度
に
保
険
者（
関

市
国
保
）か
ら
直
接
支
払
う
こ
と

で
、窓
口
で
は
請
求
額
か
ら
出
産

育
児
一
時
金
を
差
し
引
い
た
差

額
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
、一
時

的
に
多
額
の
現
金
を
用
意
す
る
経

済
的
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、出
産
費
用
が
　
万
円
を

42

下
回
り
、出
産
育
児
一
時
金
の
支

給
額
と
の
差
額
が
生
じ
た
場
合

の
差
額
の
申
請
は
、い
ま
ま
で
と

同
じ
よ
う
に
出
産
後
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　
出
産
育
児
一
時
金
を
出
産
後

申
請
す
る
場
合
は
、申
請
書
に
医

療
機
関
な
ど
の
領
収
書
の
コ

ピ
ー
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
照
会
先
　
国
保
年
金
課

緯
姥
7
7
0
1

※小学校4年生～中学校3年生までのうち、入院のみが助成対象となっている場合は、受給者証を交付しませんので、

病院へ支払ったのちに市へ払い戻しの申請をしてください。

　これまで小学生以上で入院費の申請をされた方へは、窓口有料とスタンプのあるピンク色の証を交付していました

が、これを廃止しますので、お持ちの方は返却をお願いします。
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